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事  業  報  告 
令和 ５年４月 １日から 

令和 ６年３月３１日まで 
 

１．会社の現況に関する事項 

(1)事業の経過及びその成果 

当事業年度におけるわが国経済は、コロナ禍からの経済社会活

動の正常化が進み、雇用・所得環境が改善する中で、景気は緩やか

に回復してまいりました。一方で、ウクライナや中東情勢等の地政

学的リスクの高まりや、中国経済の停滞懸念のほか、国内において

は、資源・エネルギー価格の高騰や為替変動による物価高、人手不

足問題の深刻化等により、依然として先行き不透明な状況にあり

ます。 

このような状況の下、当社は中小企業やスタートアップ企業 

などから信頼と満足を得られる業務運営に一層注力し、地域経済

を支え、わが国の将来を担う企業の自己資本の充実と健全な成長

発展を支援すべく、積極的な投資・育成活動を行ってまいりました。 

当事業年度における主な業務実績は次のとおりであります。 

投資業務につきましては、金融機関・税理士等との緊密な連携の

もと、従業員承継、経営権の安定化ほか、中小企業が抱える様々な

課題にマッチした最適なソリューションを提案することで、新規

投資 19 件 3 億 8 千 3 百万円、再投資 9件 1 億 3 千 7 百万円、合

計 28 件 5 億 2 千万円の投資を実行しました。その結果、当事業年

度末の投資残高は 578 社、153 億 4 千 4 百万円となりました。 

育成業務につきましては、経営者の良き相談相手として伴走支

援することを基本スタンスとしつつ、従業員承継を含む経営承継

支援策として、従来の後継者・経営幹部の育成に加えて、課長・リ

ーダークラスを対象とした研修を新設し、なお一層幅広い人材育

成支援に注力しました。また、中小企業にとって優先度が高い経営

課題である人材の採用及び定着に有益な情報として、給与水準や

ベースアップ・定期昇給の状況に関するアンケート調査を実施し、

タイムリーに提供いたしました。 
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業績につきましては、投資先企業からの配当金収入は増加した

ものの、前期ほどの大型の売却案件がなかったため株式売却益が

大幅に減少し、営業収益は 15 億 9 千 7 百万円（前期比 41.2％）、

経常利益は 7 億 9 千万円（前期比 27.2％）、当期純利益は 7 億 7

千 2百万円（前期比 34.8％）となりました。 

当事業年度中の資金調達の状況について特記すべき事項はあり

ません。 

 (2)対処すべき課題 

中小企業においては、円滑な経営承継、人材確保、知識・技能の

承継などの諸課題に加え、変化が激しい事業環境に合わせた経営

戦略の見直しなど、対応すべき喫緊の課題が山積しております。 

このような状況の中、「中小企業の自己資本の充実を促進し、 

その健全な成長発展に資すること」を通じて社会に貢献すること

を基本方針とし、特に、後継者難対策として「従業員承継・従業員

経営」の支援に、投資と育成の両面でのサポートを強化してまいり

ます。 

投資業務においては、金融機関、税理士、事業承継・引継ぎ支援

センター等とのネットワーク拡充や、当社の知名度・理解度の向上

を企図した情報発信などを通じて、将来性のある中小企業、スター

トアップ企業の発掘に努めます。また、後継者難を支援する「従業

員承継」対応の投資や従来の投資基準には合致しないが将来性や

業績回復に期待する「成長期待・再生支援型投資」にも引き続き注

力してまいります。 

育成業務においては、経営者を支えるパートナーとして、後継

者・経営幹部等の人材育成やビジネスマッチング、補助金申請サポ

ートなど、多様化・複雑化する経営課題解決のために、専門機関と

のアライアンスを活用しつつ、積極的にサポートしてまいります。 

株主の皆様におかれましては、当社事業に対し、一層のご理解と

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
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(3)投資実績及び投資残高の推移 

区   分 
第 5 8 期 第 5 9 期 第 6 0 期 第 6 1 期 

（R3/3 期） （R4/3 期） （R5/3 期） （R6/3 期） 

    社 百万円 社 百万円 社 百万円 社 百万円 

新 規 投 資 19 338 15 304 12 308 19 383 

再 投 資 4 47 8 68 8 97 9 137 

合 計 23 385 23 372 20 406 28 520 

投 資 残 高 556 14,661 565 14,848 567 14,966 578 15,344 

（注）投資残高は投資育成株式・転換社債・新株引受権付社債・新株予約権付社債の当事業年度末
残高（時価法適用前）であります。 

 
 
(4)財産及び損益の状況の推移 

区   分 
第 5 8 期 第 5 9 期 第 6 0 期 第 6 1 期 

（R3/3 期） （R4/3 期） （R5/3 期） （R6/3 期） 

営 業 収 益（百万円）  1,390 2,100  3,876  1,597 

経 常 利 益（百万円） 520  1,333  2,909  790 

当期純利益（百万円） 519  1,299  2,219  772 

１株当たり当期純利益（円） 1,315  3,290  5,616  1,955 

総 資 産（百万円） 51,492  50,802  56,260  61,393 

純 資 産（百万円） 46,492  46,325  50,404  54,414 

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算定しております。 
 
 

(5)主要な事業内容 

当社は昭和 38 年 11 月､中小企業投資育成株式会社法（昭和 38

年法律第 101 号）に基づいて設立され、中小企業の増資新株・設

立新株及び新株予約権付社債等の引受け、ならびに投資先企業の

コンサルテーションを行うことが主たる事業内容であります。 
 
 

(6)主要な事業所 

本 社  愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目 16 番 30 号 
  

(7)従業員の状況 

当社の状況 
従 業 員 数 前期末比増減数 平 均 年 令 平均勤続年数 

名 名   

41 ＋3 42 歳 2 ヶ月 12 年 11 ヶ月 
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２．会社の株式に関する事項 
(1)発行可能株式総数（普通株式）     600,000 株 

 

(2)発行済株式の総数（普通株式）     395,080 株 

 

(3)当期末株主数                89 名 

 

(4)所有者別状況 

区   分 株  主  数 持  株  数 構  成  比 

 名 株 ％ 

 地 方 公 共 団 体   6    88,702   22.4    

 名 古 屋 商 工 会 議 所  1    35,045   8.9    

 金  融  機  関 47    175,243   44.4    

 保  険  会  社 11    30,929   7.8    

 事 業 会 社 等  24    65,161   16.5    

合   計 89    395,080   100.0    

 

(5)上位 10 名の株主の状況 

株  主  名 
当社への出資状況 当社の当該株主への 

出資状況(出資割合) 持 株 数 出資割合 

愛      知      県 

株 

44,352 

％ 

11.2 な し 

名 古 屋 商 工 会 議 所 35,045   8.9   な し 

名 古 屋 市 22,176   5.6   な し 

株式会社日本カストディ銀行 

（ 信 託 口 ） 
19,958   5.1   な し 

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 19,754   5.0   な し 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行  19,753   5.0   な し 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 19,359   4.9   な し 

株 式 会 社 り そ な 銀 行 19,349   4.9   な し 

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 14,989   3.8   な し 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 14,026   3.6   な し 

 

(6)会社の新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
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３．会社役員に関する事項 

(1)取締役及び監査役に関する事項  令和 6年 3月 31 日現在 

氏   名 地   位 担当及び重要な兼職の状況 

山 本 亜 土   代表取締役社長 名古屋鉄道㈱ 相談役 

五十嵐 健 二 専 務 取 締 役 会社事業全般の業務執行統括 

田 中 義 人 取 締 役 
開拓業務・育成業務統括、業務第一部・同第二部・同第三部・同第四部・同第五

部・営業推進室・成長支援室 担任、㈱投資育成総合研究所 取締役 

鈴 木 康 男 取 締 役 
総務企画部長、情報システム室長、業務支援室 担任、㈱投資育成総

合研究所 取締役 

古 本 伸一郎 取 締 役 愛知県 副知事 

中 田 英 雄 取 締 役 名古屋市 副市長 

内 田 吉 彦 取 締 役 名古屋商工会議所 専務理事 

中 川 由 賀 取 締 役 弁護士、中京大学法学部教授 

田 口 一 規 監 査 役 ㈱投資育成総合研究所 監査役 

野 原   強 監 査 役 (一社)名古屋銀行協会 専務理事 

竹 田 正 樹 監 査 役 ㈱名古屋証券取引所 代表取締役社長 

(注 1)   取締役古本伸一郎、中田英雄、内田吉彦及び中川由賀の 4 氏は、会社法第２条

15 号に定める社外取締役であります。 

(注 2)  監査役田口一規、野原強及び竹田正樹の 3 氏は、会社法第２条第 16 号に定める

社外監査役であります。 
 
 

４．会計監査人の状況 

(1)会計監査人の名称  監査法人 東海会計社 
 

(2)報酬等の額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

 

 支 給 額 

公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第２条第１項の業務に係る報酬の額 
千円 

3,360 

公認会計士法第２条第１項の業務以外に係る報酬等の額 － 

合計 3,360 
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５．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 

＜業務の適正を確保するための体制＞ 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制その他会社の業務並びに会社及びその子会社から成る

企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容

の概要は以下のとおりであります。 

 

(1)取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確

保するための体制 

①当社は、中小企業投資育成株式会社法（以下、「投資育成会社

法」という。）をはじめとする法令・定款を遵守することが、

企業存続に最も重要な課題のひとつであると認識しており、全

役職員が公正で高い倫理観に基づき、誠実に行動するよう徹底

しています。 

②事業の運営状況等については、投資育成会社法に定められた経

済産業大臣による監督及び同大臣に対する報告・届出、並びに

それぞれ閣議決定された平成 14 年 4 月 26 日付「特別の法律に

より設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」及び平

成 17 年 12 月 24 日付「行政改革の重要方針」に基づくインタ

ーネット上での情報開示などの業務プロセスを通じて、取締

役・使用人の職務執行が法令・定款の規定から逸脱することの

ないよう業務執行しています。 

③法令及び定款等に反する行為が発生もしくはそのおそれがあ

る場合、常勤監査役または総務企画部長を窓口として、職員等

からの相談や通報を受ける体制を整備しています。 

④社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、不

当・不法な要求を拒絶するとともに取引関係を含めた一切の関

係を遮断しています。また、これら反社会的勢力に対しては外

部専門機関と連携のうえ、毅然とした態度で組織的に対応して

います。 
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(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役会・常勤取締役会その他の重要な会議での意思決定に関

する記録やその他取締役の職務執行に係る重要な書類につい

ては、「文書保存規程」に基づき、適切に管理しています。 

 

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①取締役は、リスク管理のための体制や施策を整備する権限と責

任を有し、総務企画担当役員は、当社のリスク管理に対する取

組を横断的に推進します。 

②投資事業におけるリスクを管理するため、社内規程に基づき常

勤取締役会が投資の可否を決定します。また、業務担当部門が

投資先企業の経営状態を随時かつ定期的に把握し、必要に応じ

た対応を行います。 

③情報漏洩等のリスクについては、「情報セキュリティポリシー」、

「個人情報保護基本規程」等の社内規則により、これを未然に

防止する体制を整えています。 

④インサイダー取引規制に違反するリスクに備えて、インサイダ

ー取引防止規則等を制定し、これを未然に防止する体制を整え

ています。 

⑤大規模な自然災害・火災等の発生による重要データの喪失リス

クに備えて、外部のデータセンターに基幹システムのバックア

ップ機能を構築するとともに、重要文書・帳票類の電子データ

化に取り組んでおり、早期復旧に向けた体制整備を行っていま

す。 

 

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制 

①意思決定機関として、取締役会のほか、常勤役員で構成する常

勤取締役会を開催し、意思決定を迅速化しています。 
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②経営計画及びその具体的施策を策定し全社的な目標を定める

とともに、各事業年度においてその目標達成に向けた事業計画

を策定しています。各取締役はそれぞれ担当する部門の効率化

を図るなど目標への取組に注力するとともに、上記機関により

随時その進捗状況をチェックしています。 
 

(5)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制 

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に

関する体制 

当社は、定期的に経営会議を開催し、子会社の社長より、業務

執行状況について報告を受け、子会社の経営上の重要事項に関

して協議を行い、適正な経営管理を行っています。 

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、子会社のリスク管理のための体制や施策について、子

会社を含めて横断的な整備を行っています。 

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制 

当社は、子会社における意思決定について、子会社の取締役会

規則、職務権限規程等の社内規則に基づき、子会社における業

務執行者の権限と責任を明らかにさせ、効率的な業務執行が行

われる体制を取っています。 

④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制 

当社取締役、監査役が子会社の取締役及び監査役を兼任し、取

締役会において業務の適正を確保するとともに、子会社の業務

を所管する部門と連絡の緊密化を行うなどにより、子会社の法

令遵守及び業務の適正を確保しています。 
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(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合

における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの

独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実

効性の確保に関する事項 

①現在、監査役の職務を補助すべき専任の使用人はおりませんが、

監査役から求められた場合には、合理的な範囲で配置するもの

といたします。 

②監査役は、監査役を補助すべき使用人に対する人事考課・異動・

懲戒について、取締役に意見を述べることができるものとしま

す。  

 

(7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、子会社の取

締役等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告

に関する体制 

当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社及び子会社に重大

な影響を及ぼすおそれのある事項、法令・定款違反行為、取締

役の不正行為等につきすみやかに監査役に報告するものといた

します。 

 

(8)監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利

な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使

用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行う

ことを禁止する旨を内部通報に関する規則に明記しています。 
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(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続

その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に

係る方針に関する事項 

当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場

合は、速やかに処理するものといたします。監査役は通常の監

査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査

費用が発生する場合は、総務企画担当役員に事前に通知するも

のとします。 
 

 (10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するため

の体制 

①監査役は、社内における重要会議に出席し、代表取締役その他

の取締役から業務執行状況の報告を受けているほか、適宜取締

役及び使用人に対して報告を求めることができるものとして

います。 

②必要に応じて、弁護士、公認会計士等外部の専門家に相談でき

る体制を確保しています。 

 

＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞ 

中小企業投資育成株式会社法および事業に関する規則に基づき、

社内掲示板等を用いて、事業目的・業務運営指針の浸透や法令・定

款順守への向上を図る取り組みを行っている他、常勤監査役は、取

締役会やその他重要な会議に出席して情報交換を行うとともに、

重要な決裁書類の閲覧を行うことにより、監査の実効性の向上に

努めております。 

 

６．株式会社の状況に関する重要な事項 

   該当事項はありません。 



貸 借 対 照 表
(令和６年３月３１日現在)

（単位:千円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

流動資産 18,991,234      流動負債 84,005          

　現金及び預金 18,274,493      　未払金 16,319          

　有価証券 200,524         　未払法人税等 11,369          

　未収入還付税金 476,615         　賞与引当金 38,736          

　前払費用 13,687          　その他 17,579          

　未収入金 16,119          

  未収収益 5,618           

　その他 4,174           

固定資産 42,401,775      固定負債 6,894,047       

 有形固定資産 11,990          　退職給付引当金 98,594          

　建　物 2,442           　繰延税金負債 6,795,453       

　車　両 0

　器具備品 9,008           

　土　地 540             

 無形固定資産 7,387           

  ソフトウェア 5,406           

　電話加入権 462             

　ソフトウェア仮勘定 1,518           

負債合計 6,978,053       

 投資その他の資産 42,382,397      純　資　産　の　部

 イ.投資育成有価証券 36,586,790      株主資本 38,990,134      

  投資育成株式（非上場） 14,535,321      　資本金 4,300,800       

  投資育成株式（上場） 22,930,242      

　投資育成新株予約権付社債 82,745          　利益剰余金 34,689,334      

  投資損失引当金 △961,518       　　利益準備金 1,075,200       

　　その他利益剰余金 33,614,134      

 ロ.その他 5,795,606       　　　別途積立金 31,600,000      

　投資有価証券 5,431,031       　　　繰越利益剰余金 2,014,134       

　関係会社株式 11,300          

　長期前払費用 1,937           評価・換算差額等 15,424,821      

　敷　金 41,682          　その他有価証券評価差額金 15,424,821      

　その他 309,655         

純資産合計 54,414,956      

資産合計 61,393,009      負債純資産合計 61,393,009      

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

資　産　の　部 負　債　の　部
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プロフィール 

■ 会社概要 
 

・商 号／名古屋中小企業投資育成株式会社 
（略称「投資育成」） 

Nagoya Small and Medium Business 
Investment & Consultation Co.,Ltd 
（略称「SBIC Central Japan」） 

・代表者／代表取締役社長  山本 亜土 

・設 立／1963年11月18日 

・所在地／〒450-0003 

名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号 

（東海ビルディング7階） 

TEL(052)581-9541  FAX(052)583-8501 

https://www.sbic-cj.co.jp/ 

・資本金／43億80万円 

・営業エリア／愛知・岐阜・三重・富山・石川の 

中部５県 
 
 

 

■ 子会社の会社概要 
 

・商 号／株式会社投資育成総合研究所 
（略称｢投育総研｣） 

・代表者／代表取締役社長 山口 靖雄 

・設 立／1994年12月21日 

・所在地／〒450-0003 

名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号 

（東海ビルディング7階） 

TEL(052)581-9545  FAX(052)583-8501 

・資本金／10百万円 

・事業内容／経営および技術の指導 
（コンサルテーション、マネジメント＆テクノロジー
研修会、ビジネスカレッジなど） 

 

◆ 沿 革 ◆ 
 

1963(S38) 中小企業投資育成株式会社法に基づき、資本

金10億円で設立 

1965(S40) 転換社債の引受け業務を追加 

1978(S53) 投資先から初の株式上場企業誕生 

1983(S58) 資本金43億80万円に増資 

1984(S59) ベンチャービジネスに対する投資業務を追加 

1986(S61) 特別民間法人化 

新株引受権付社債の引受け業務を追加 

1989(H 1) 設立新株の引受け業務を追加 

1994(H 6) 株式会社投資育成総合研究所を設立 

2011(H23) 投資先企業の累計社数1,000社を突破 

2014(H26) 投資先企業の株式上場社数40社に達する 

2019(H31) 基本理念、経営ビジョン、経営方針、 

行動規範を策定 

2023(R 5) 創立60周年 

   

 

 
■ 姉妹会社等の概要 

 
東京中小企業投資育成株式会社 

・所在地／〒150-0002 

東京都渋谷区渋谷3-29-22 

（投資育成ビル） 

TEL(03)5469-1811 FAX(03)5469-5875 

https://www.sbic.co.jp/ 
 

  
  
 

大阪中小企業投資育成株式会社 

・所在地／〒530-6128 

大阪市北区中之島3-3-23 
（中之島ダイビル28階） 

TEL(06)6459-1700 FAX(06)6459-1703 

https://www.sbic-wj.co.jp/ 

 



                      

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


